
日本学生支援機構（学部予約採用候補者）

奨学金説明会



はじめに



奨学金に関する連絡

本日の提出書類について内容確認が必要となった場合、
また、採用後の連絡事項などは、原則、うりぼーねっとに
登録された学籍番号メールアドレス（@stu.kobe-
u.ac.jp）や学生携帯電話に連絡します。

＜神戸大学 学務部学生支援課 奨学支援グループ＞

E-mail ：stdnt-shogakushien@office.kobe-u.ac.jp
電話番号：078-803-5430／5433

あなた自身が、奨学生であることの自覚を持って、
ご自身で速やかにご対応ください。



奨学支援グループの場所

◆

学生センター内 奨学支援グループ
窓口受付時間：8：30～17：15
（土日祝日除く）

★

★



奨学生としての留意事項

※特に重要な手続きについて案内します。



（電子書籍）

スカラネットパーソナルへの新規登録

ご自身の奨学金に関する情報を、インターネット上で閲覧したり、各種手続ができる
情報システムです。

採用書類送付時に案内を同封しますので、
必ず登録してください！



給付奨学金の受給にあたり、給付奨学生は、大学に在籍していること及び生計維
持者等を、毎年４月・１０月の２回（採用年度は１０月のみ）スカラネットパー
ソナルより報告（入力）する必要があります。
※休学等で奨学金が休止中の場合も、報告する必要があります。

大学が定めた期日までに報告がない場合は、給付奨学金の振込みが止まります。

（１）在籍報告

※給付奨学生

給付奨学生



毎年4月に行う在籍報告（採用年度は、「進学届」または「スカラネット申込」）で
報告された奨学生本人及び生計維持者の経済状況（マイナンバーにより取得した
所得等情報及び申告された資産額）に基づき、支援区分の見直しを行われます。

それにより、10月以降の1年間（家計急変事由が適用されている場合は、支給開
始月から6か月経過後、3か月ごと）の支援区分を決定します。

（２）-1 適格認定（家計）

支給額【国公立の場合】

※適格認定（家計）見直しにより、「支援区分外 」となる場合もあります。

令和6年度より➡



大学はあなたの学修状況や生活状況を、定期的に機構へ報告します。

毎年度末に、大学から報告した学業成績の判定結果に基づき、給付奨学金継
続の可否を下記の４つの認定区分で判定します。

※状況によっては支給済み奨学金の返還を求められることもあります。
※給付奨学金が『廃止』等となった場合は、授業料減免も打ち切られます。

（２）-２ 適格認定（学業）

適格認定の基準および区分

廃止 給付奨学生の資格を失います。
・修業年限で卒業できないことが確定した場合
・修得単位数の合計数が、標準単位数の５割以下 など

停止 給付奨学金の支給が中断します。

警告 給付奨学金の支給を継続します
成績が向上せず、次回の適格認定で再度「警告」の認定となった場合は、
「廃止」となります。
・修得単位数の合計数が、標準単位数の６割以下
・GPA(平均成績）が同学部同学年等で下位4分の１ など

継続 給付奨学金の交付を継続します



※給付奨学生

貸与奨学生

貸与奨学生は、翌年度も貸与奨学金の継続を希望するかどうか、毎年12月中旬
～1月末頃（年1回）、スカラネットパーソナルより届け出る（入力する）必要が
あります。入力時には、直近1年間のあなたの収支報告が必要となります。

※継続を希望しても、適格認定（学業）等の判定により、 翌年度以降の貸与
奨学金が継続できない場合もあります。

※大学が定めた期日までに届出がない場合は、貸与奨学金は「廃止」となり奨学
生の資格を失います。

（１）貸与奨学金「継続願」



大学はあなたの学修状況や生活状況を、定期的に機構へ報告します。

あなたが入力した「継続願」の内容と、学業成績等を総合的に審査し、適格基準
に基づき貸与奨学金継続の可否等を判断します。

（２）適格認定

適格認定の区分

廃止 奨学生としての身分を失います
・卒業延期が確定またはその可能性が極めて高い場合
・当年度の修得単位数が極めて少ない場合 など

停止 奨学金の交付が止まります
・成績等が回復した場合は、届出により奨学金の交付を
復活することがあります

警告 学業成績の向上に期待します
・成績が回復しない場合は、奨学金の交付が停止される、
又は、奨学生の資格を失うことがあります

継続 貸与奨学金の交付を継続します



奨学生の身分・情報等に、何らかの変動があることを「異動」といいます。

異動の主な項目
‣改氏名
‣住所変更
‣休止（休学）
‣月額変更（貸与のみ）
‣通学形態の変更（給付のみ：自宅外通学⇔自宅通学）
‣辞退
などがあります。

異動が生じる場合は、機構への届出が必要です。
※機構への届出が遅れると、奨学金返金等の不利益が生じる場合があります。

※給付奨学生

支給中の異動（身分の変動・振込条件の変更）



※給付奨学生
奨学生のしおりについて

「奨学生のしおり」の内容をしっかり確認し、奨学金制度の十分に理解し、
奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。

日本学生支援機構HP（電子書籍）よりダウンロードしてください。



入学金及び前期分授業料の納付は、授業料等減免決定（5月下旬）まで
猶予されます。

入学手続き時に、免除申請をした方

※給付奨学生

給付候補者の入学料・授業料減免について

前期分授業料は、 4月下旬に納付していただきます。

減免対象者と認定された後（５月下旬以降）に、減免額分を返還します。

入学手続き時に、免除申請をしていない方



今後の手続きの流れについて



入力日
４月９日～ 4月２４日

入力日
４月２５日～５月２３日

５月１６日 ６月１１日

５月下旬頃 ６月下旬頃

６月２０日までに提出 ７月２2日までに提出

５月採用 ６月採用

進学届の入力

初回振込日（奨学金支給日）

採用関係書類の郵送
・奨学生証

・返還誓約書等（貸与奨学生のみ）

返還誓約書等の提出
（貸与奨学生のみ）

奨学生として正式採用

書類の提出 進学届の入力に必要な「ID・パスワード」を交付



進学届の入力

初回振込日（奨学金支給日）

採用関係書類の郵送
・奨学生証

・返還誓約書等（貸与奨学生のみ）

返還誓約書等の提出
（貸与奨学生のみ）

奨学生として正式採用

書類の提出

採用通知よりも先に、初回振込があります。
「自宅外通学」を選択した場合も「自宅通学」の金額
が振込まれ、機構の審査により「自宅外通学」が認め
られた後、４月に遡って差額が振込まれます。

大学の指定する期日までに必ず提出してください。

提出が大幅に遅れると、「採用取消」となり、振込済
みの奨学金を全額返還となる場合があります。



本日の提出書類の確認





①令和６年度大学等奨学生採用候補者決定通知（全員）

【提出用】



【本人保管用】



進学後記入欄の確認



(1)通学形態変更届（様式35） (2)賃貸借契約書または入寮許可証のコピー

②自宅外通学であることの証明書類
（給付候補者で自宅外通学者のみ）



E 表面の交付書類コードが、B又はEの
方は、確認してください

③ 入学時特別増額貸与奨学金に係る申告書等
（表面の交付書類コードがB又はEで、

国の教育ローンの申込：必要と印字のある方）



(1)入学時特別増額貸与奨学金
に係る申請書

〒〇〇〇-××××
神戸市灘区-××××

神戸 二郎 様

(2)融資できない旨を記載した
公庫の通知文のコピー

入学時特別増額貸与奨学金を希望する場合



2412345T 工学部 神戸太郎

・学籍番号
・学部名
・氏名（フルネーム） を記入

FROM欄：記入しない

シールは剥がさない

TO欄：
採用関係書類（奨学生証・返還誓約書等）を送付し
ますので、確実に受取れる宛先（※自宅外通学者は
「実家」を推奨）を記入

【表面】 【裏面】

④レターパックライト（全員）


